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(57)【要約】
【課題】超音波副走査方向に隣接する測定データを結合
する場合に、測定データの境界位置が被検体内組織の形
状輪郭と重ならない位置となるように制御する。
【解決手段】被検体から伝搬する音響波を受信して電気
信号を出力する受信素子が少なくとも第一の方向に配列
された探触子と、電気信号を用いて被検体内部の特性情
報を取得する信号処理部と、第一の方向と交差する方向
を第二の方向としたとき、探触子に、音響波を受信しつ
つ行われる第二の方向への移動と、第一の方向への移動
と、を実行させる移動制御部と、被検体内部における注
目領域に関する情報を取得し、注目領域の輪郭の位置を
判定する判定部を有し、移動制御部は、判定部からの結
果に基づいて、第一の方向における前記探触子の位置を
制御する被検体情報取得装置を用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体から伝搬する音響波を受信して電気信号を出力する受信素子が少なくとも第一の
方向に配列された探触子と、
　前記電気信号を用いて前記被検体内部の特性情報を取得する信号処理部と、
　前記第一の方向と交差する方向を第二の方向としたとき、前記探触子に、前記音響波を
受信しつつ行われる前記第二の方向への移動と、前記第一の方向への移動と、を実行させ
る移動制御部と、
　前記被検体内部における注目領域に関する情報を取得し、前記注目領域の輪郭の位置を
判定する判定部と、
を有し、
　前記移動制御部は、前記判定部からの結果に基づいて、前記第一の方向における前記探
触子の位置を制御する
ことを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記移動制御部は、前記探触子に、前記第二の方向において前記被検体の測定対象領域
の一端から他端まで移動する主走査と、前記主走査の間に前記第一の方向へ移動する副走
査と、を繰り返し実行させるものであり、１回の主走査において前記音響波が受信される
領域である部分領域の境界に前記注目領域の輪郭が重ならないように、前記副走査におけ
る前記探触子が移動する距離を制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記移動制御部は、前記制御を行った場合の前記主走査の開始位置が、前記制御を行わ
ない場合の前記主走査の開始位置と比べて、前記第一の方向において負方向となるように
、前記副走査における前記探触子が移動する距離を制御する
ことを特徴とする請求項２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記判定部は、１回の主走査で測定される部分領域において前記判定を行う際に、次の
主走査で測定される部分領域との境界から所定の距離内にある領域を判定対象領域とする
ことを特徴とする請求項２または３に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記判定部は、前記注目領域が、前記部分領域の境界と同方向の接線を有するかどうか
に基づいて、前記判定を行う
ことを特徴とする請求項２ないし４のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記受信素子は、音響波を送信する素子を兼ねており、
　前記被検体から伝搬する音響波とは、送信された前記音響波が反射したものである
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記被検体は乳房であり、前記注目領域は、前記乳房の中で音響インピーダンスにおい
て特異性のある領域である
ことを特徴とする請求項６に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記被検体を保持する保持板をさらに有し、
　前記探触子は、前記保持板の上を移動する
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　ユーザが注目領域の位置に関する情報を入力する操作部をさらに有する
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１０】
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　前記被検体内部の前記注目領域に関する情報を含む参照画像を取得する参照部をさらに
有し、
　前記判定部は、前記参照画像に基づいて、前記被検体内部における注目領域の輪郭の位
置を判定する
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１１】
　前記参照画像は、前記被検体を過去に超音波測定して得られた超音波画像である
ことを特徴とする請求項１０に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１２】
　前記参照画像は、前記被検体に対してＸ線測定または光音響測定を行なって得られた画
像である
ことを特徴とする請求項１０に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１３】
　受信素子が少なくとも第一の方向に配列された探触子と、
　信号処理部と、
　前記第一の方向と交差する方向を第二の方向としたとき、前記探触子に、前記第二の方
向への移動と、前記第一の方向への移動と、を実行させる移動制御部と、
　判定部と、
を有する被検体情報取得装置の制御方法であって、
　前記移動制御部が、前記探触子を、前記第二の方向に移動させるステップと、
　前記探触子が、前記移動制御部の制御によって前記第二の方向に移動しつつ、前記受信
素子を用いて前記被検体から伝搬する音響波を取得して電気信号を出力するステップと、
　前記信号処理部が、前記電気信号を用いて前記被検体内部の特性情報を取得するステッ
プと、
　前記判定部が、前記被検体内部における注目領域に関する情報を取得し、前記注目領域
の輪郭の位置を判定するステップと、
　前記移動制御部が、前記判定部からの結果に基づいて、前記第一の方向における前記探
触子の位置を制御するステップと、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波測定装置は、超音波探触子（単に探触子とも呼ぶ）を用いて複数の超音波を合成
して超音波ビームを形成し、超音波ビームを被検体に送信する。そして、被検体内部で反
射された超音波エコーを受信することで、被検体内の組織の情報が得られる。また、被検
体に対して探触子の位置を２次元的に走査しながら超音波送受信を繰り返すことで、被検
体内の組織の形態情報を３次元的に測定、可視化できる。
【０００３】
　超音波測定技術を用いた超音波診断装置は、例えば乳腺科での乳がん診断において、腫
瘤の特異性（例えば、乳がん、嚢腫、固形物などの違い）の検出に適用できる。これによ
り、腫瘤の深さ方向の位置や形態を精度高く認識できる。超音波診断装置は、生体内の組
織を非侵襲で可視化することが可能なため、患者負担の点で大きな優位性を有している。
そのため、繰り返し診断することが難しい他の診断装置に代わり乳がんのスクリーニング
や早期診断で活用されている。
【０００４】
　一般に乳がん診断では、触診や複数のモダリティでの画像診断の結果に基づいて、総合
的に良悪性診断が行われる。特許文献１には、乳がん診断の精度を高めるために、被検体
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の状態を同一に保ったままＸ線マンモグラフィーと超音波による画像診断を行う技術が開
示されている。特許文献１によれば、超音波探触子を機械的に２次元走査することで、Ｘ
線画像と同じ領域の広範囲の３次元超音波画像を生成できる。ここで、Ｘ線画像は、乳が
んの初期症状の１つである石灰化などを高感度、高解像度で画像化できる。また、超音波
画像は、腫瘤の深さ方向の位置や形態を精度高く検出できる。したがって、特許文献１の
装置がＸ線画像と超音波画像を取得することで、それぞれの画像の優位性を組み合わせた
、精度の高い診断が可能となる。
【０００５】
　超音波診断装置が、他のモダリティによる診断画像と同じ領域（または、一部の注目領
域）を撮像する場合、特許文献１のように、超音波探触子の機械的な２次元走査が必要と
なる場合がある。例えば、超音波探触子の機械的な２次元走査は、超音波ビームの電子的
走査の方向と直交する方向を主走査方向、電子的走査の方向に沿う方向を副走査方向とし
て実施される。超音波探触子の主走査の中で超音波ビームの電子的走査を繰り返すことに
より、超音波探触子の主走査方向の移動量と超音波ビームの電子的走査範囲に応じた領域
を測定できる。１回の超音波探触子の主走査で得られる測定データを副走査方向に繰り返
し取得し、副走査方向に並ぶ複数の測定データを結合することで、広範囲の３次元超音波
画像の生成に必要なボリュームデータが取得できる。以下、３次元超音波画像の生成に必
要なボリュームデータを、単に超音波データと表記する。
【０００６】
　特許文献２には、超音波探触子の機械的な２次元走査と、超音波ビームの電子的な走査
とを組み合わせて広範囲の超音波画像を撮像する場合に、副走査方向に隣接する測定デー
タ間でデータサンプリング位置を揃える技術が開示されている。超音波探触子の連続的な
移動動作の中で超音波ビームの電子的走査を行うと、電子的走査の開始点と終了点では、
探触子の移動速度に応じて主走査方向に一定の位置ずれを生じる。特許文献２によれば、
超音波探触子の主走査方向の往復動作における移動方向と上記の主走査方向の位置ずれ量
に基づいて、超音波探触子の主走査の開始位置を調整することで、隣接する測定データ間
での主走査方向のデータサンプリング位置を揃えられる。その結果、副走査方向に並ぶ測
定データの結合の結果として生じる超音波画像上の不連続性を低減でき、超音波画像をよ
り正確に構成できる。
【０００７】
　特許文献３には、超音波ビームの多方向同時送信により３次元の超音波画像を取得する
場合に、超音波画像内における画像の不連続性を低減する技術が開示されている。特許文
献３によれば、多方向に同時送信される複数の超音波ビームの電子的走査の走査線が直線
状に並ぶように各超音波ビームの電子的走査を制御することで、超音波画像の不連続性を
低減できる。また、複数の超音波ビームを並列的に走査することでフレームレートを向上
させられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－８２４４９号公報
【特許文献２】特開平８－９４５９６号公報
【特許文献３】特開２０１１－１６０８６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　画像診断における超音波画像の優位性は、前述の通り、被検体内の組織の輪郭形状や深
さ方向の位置などの、精度の高い形態情報にある。このような優位性は、乳がんの画像診
断において、超音波画像を光音響画像などの機能画像と組み合わせる場合に、特に重要と
なる。なお、光音響画像とは、光音響の原理に基づいて乳がんによる活発な血管新生の分
布を可視化し、血液中の酸素量などの機能量を示した画像である。



(5) JP 2014-223171 A 2014.12.4

10

20

30

40

50

【００１０】
　超音波探触子を機械的に２次元走査し、副走査方向に隣接する測定データを結合するこ
とで広範囲の超音波データを取得する場合、測定データ間に潜在するデータの不連続性を
本質的に回避することは難しい。そして、同時に一括して取得していない測定データ間に
潜在する不連続性は、画像診断時に超音波画像上でも視認される場合がある。この超音波
画像上の不連続性が乳がん組織の輪郭形状と重なって視認されると、超音波画像の画像診
断上の優位性である形態情報の信頼性が低下する可能性を否定できない。すなわち、超音
波探触子を２次元走査してデータを結合する場合、必ずしも画像診断に好適な測定となら
ない場合が存在した。
【００１１】
　特許文献１および２に記載の発明はともに、超音波画像上の不連続性を低減するための
技術であって、不連続性を生じる境界位置と被検体内の組織の形状輪郭とが重なることを
回避するものではないため、上記問題を解決することはできない。
【００１２】
　副走査方向に隣接する測定データを結合するときの不連続性を低減する技術として、１
回の主走査での測定領域同士を少しずつ（例えば数ｍｍ程度）オーバーラップさせ、線形
補間などの各種補間処理で測定データを結合する方法がある。しかしながら、補間処理の
結果として、ランダムノイズの積算効果によりオーバーラップ領域とその周辺でノイズレ
ベルに差異が生じる場合がある。この差異もまた、超音波画像上で視認される場合がある
。
【００１３】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、超音波副走査方向に隣接
する測定データを結合する場合に、測定データの境界位置が被検体内組織の形状輪郭と重
ならない位置となるように制御することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、
　被検体から伝搬する音響波を受信して電気信号を出力する受信素子が少なくとも第一の
方向に配列された探触子と、
　前記電気信号を用いて前記被検体内部の特性情報を取得する信号処理部と、
　前記第一の方向と交差する方向を第二の方向としたとき、前記探触子に、前記音響波を
受信しつつ行われる前記第二の方向への移動と、前記第一の方向への移動と、を実行させ
る移動制御部と、
　前記被検体内部における注目領域に関する情報を取得し、前記注目領域の輪郭の位置を
判定する判定部と、
を有し、
　前記移動制御部は、前記判定部からの結果に基づいて、前記第一の方向における前記探
触子の位置を制御する
ことを特徴とする被検体情報取得装置である。
【００１５】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　受信素子が少なくとも第一の方向に配列された探触子と、
　信号処理部と、
　前記第一の方向と交差する方向を第二の方向としたとき、前記探触子に、前記第二の方
向への移動と、前記第一の方向への移動と、を実行させる移動制御部と、
　判定部と、
を有する被検体情報取得装置の制御方法であって、
　前記移動制御部が、前記探触子を、前記第二の方向に移動させるステップと、
　前記探触子が、前記移動制御部の制御によって前記第二の方向に移動しつつ、前記受信
素子を用いて前記被検体から伝搬する音響波を取得して電気信号を出力するステップと、
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　前記信号処理部が、前記電気信号を用いて前記被検体内部の特性情報を取得するステッ
プと、
　前記判定部が、前記被検体内部における注目領域に関する情報を取得し、前記注目領域
の輪郭の位置を判定するステップと、
　前記移動制御部が、前記判定部からの結果に基づいて、前記第一の方向における前記探
触子の位置を制御するステップと、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、超音波副走査方向に隣接する測定データを結合する場合に、測定デー
タの境界位置が被検体内組織の形状輪郭と重ならない位置となるように制御できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態における超音波測定装置の装置構成の概略図。
【図２】第１の実施形態における超音波ビームの電子的走査を説明する概念図。
【図３】従来の方法における超音波探触子の２次元走査を説明する概念図。
【図４】第１の実施形態における境界位置の判定方法を説明する概念図。
【図５】第１の実施形態における超音波探触子の２次元走査を説明する概念図。
【図６】第１の実施形態における測定の流れを示すフローチャート。
【図７】第２の実施形態における注目個所の指定方法を説明する概念図。
【図８】第２の実施形態における超音波探触子の２次元走査を説明する概念図。
【図９】第２の実施形態における測定の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発明の範囲を
以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１９】
　本発明の被検体情報取得装置は、基本的には、被検体に超音波を送信し、被検体内部で
反射したエコー波を受信して、特性情報を画像データとして取得する超音波エコー技術を
利用した装置である。従って、本発明によって取得される特性情報（被検体情報）とは、
被検体内部の組織の音響インピーダンスの違いを反映した情報である。本発明でいう超音
波とは、一種の音響波であり、音波、超音波、音響波と呼ばれる弾性波に含まれる。
【００２０】
　また本発明の被検体情報取得装置は、超音波診断以外のモダリティ、例えばＸ線マンモ
グラフィーや光音響トモグラフィーにより被検体を測定し、得られた被検体情報を超音波
測定によって得られる情報と融合させてもよい。
　光音響トモグラフィーは、被検体に光（電磁波）を照射することにより被検体内で発生
した音響波を受信して、被検体情報を画像データとして取得する技術である。この場合、
被検体情報には、光音響波の発生源分布、被検体内の初期音圧分布、あるいは初期音圧分
布から導かれる光エネルギー吸収密度分布や吸収係数分布、組織を構成する物質の濃度分
布が含まれる。物質の濃度分布とは、例えば、酸素飽和度分布や酸化・還元ヘモグロビン
濃度分布などである。
【００２１】
　本発明の被検体情報取得装置は、超音波により被検体を測定して被検体情報を得るとい
う意味で、超音波測定装置と呼ぶこともできる。以下、このような超音波測定装置に本発
明を適用した場合の各実施形態について説明する。
【００２２】
　＜第１の実施形態＞
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　第１の実施形態における超音波測定装置は、超音波探触子の位置を２次元的に走査しな
がら一定のピッチに従って超音波ビームの電子的走査を繰り返すことで、目的とする３次
元超音波画像の生成に必要な超音波データを取得する。なお、超音波データの取得ピッチ
などの情報は、操作部１１４からの超音波データの測定開始指示時に、制御プロセッサ１
１２から指定される。ユーザ（主に検査者）からの撮影領域や解像度の入力を受け付ける
形でもよいし、目的とする３次元超音波画像のボクセルピッチから決定される形でもよい
。また、ユーザから入力される情報は、何らかの形で位置や領域を特定できるものであれ
ば良い。
【００２３】
　（装置の構成と機能）
　図１は、第１の実施形態における超音波測定装置の装置構成の概略図である。
　第１の実施形態における超音波測定装置は、被検体１０１を保持する保持板１０２、保
持を測定に好適な状態に制御する保持制御部１０３、被検体１０１の保持状態を観察する
形状認識部１１８を有する。装置はまた、超音波の送受信を行う探触子１０４、探触子１
０４に駆動信号を印加する超音波送信部１０５、探触子１０４が検出した信号を増幅して
デジタル信号に変換する超音波受信部１０６を有する。装置はまた、検出した超音波信号
から受信フォーカス処理を行う信号処理部１０７、探触子位置を変更する移動機構１０８
、保持板１０２上で探触子位置を２次元的に走査する移動制御部１０９を有する。装置は
また、超音波ビームの形状や電子的走査を制御する超音波走査制御部１１０、境界位置判
定部１１１、測定動作に必要なパラメータや測定した超音波データを保存する記憶部１１
３を有する。装置はまた、操作部１１４を介したユーザの各種操作を受け付けて測定動作
に必要な制御情報を生成する制御プロセッサ１１２を有する。
【００２４】
　図１には、ユーザが装置に対して指示や測定に必要なパラメータを入力するための操作
部１１４、超音波データから３次元の超音波画像を構成する画像構成部１１５、超音波画
像や測定支援情報を表示する表示部１１６、ネットワークＩ／Ｆ１１７が含まれる。これ
らの構成要素は、超音波測定装置の一部として含まれても良いし、別体として提供されて
いても構わない。
【００２５】
　測定対象となる被検体１０１は、乳腺科における乳がん診断では乳房である。測定対象
としては他に、人や動物の手足など生体の一部や、人工的に作成した模擬生体（ファント
ム）が考えられる。注目領域として例えば、音響インピーダンスの特異性ある領域（例え
ば、乳がん、嚢腫、固形物など）が挙げられる。ファントムにおいては、装置の効果確認
のために特異性のあるチューブ等を埋め込む。
【００２６】
　保持板１０２は１０２Ａと１０２Ｂの２枚１対で構成される。２枚の保持板の間隙は、
保持制御部１０３により測定に好適な距離に制御される。保持板１０２Ａと１０２Ｂを区
別する必要がない場合はまとめて保持板１０２と表記する。保持板１０２で被検体１０１
を挟む形で固定することで、被検体１０１が動くことによる測定誤差を低減できる。なお
保持板１０２Ｂは超音波の伝播経路に位置するため、探触子１０４との音響整合性が高い
部材であることが好ましい。また超音波測定用のジェルシートなどの音響整合材を使用す
ることで、探触子１０４と保持板１０２Ｂとの間で高い超音波の伝搬効率を確保できる。
【００２７】
　保持制御部１０３は、被検者への負担や目標とする測定深度に合わせて、被検体１０１
の保持状態（保持距離や保持圧力など）が超音波測定に好適になるように調整する。また
保持制御部１０３は、図示しない保持のロック機構を備え、ユーザが同ロック機構のスイ
ッチを入れることにより保持状態が確定し固定される。そして測定の間は、被検者からの
申告やユーザによる保持解除操作がある場合を除いて、被検体１０１の保持状態を一定に
保つように制御する。また、被検体１０１の保持情報（保持距離と保持圧力）を制御プロ
セッサ１１２に出力する。ユーザは、乳房内の嚢腫の大きさや硬さなどの被検体１０１の
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状態により、母体である被検者の負担に配慮して保持状態を設定できる。
【００２８】
　形状認識部１１８は、探触子位置の走査面（保持板１０２Ｂ）越しに観察される被検体
の保持状態を撮像すると共に、保持された被検体の形状を認識する。撮像された被検体１
０１の画像を表示部１１５に表示することで、ユーザに測定位置や測定領域の設定など測
定支援機能を提供する。また形状認識部１１８は、被検体の肌色を抽出するなどの画像処
理により被検体形状を認識する。そして、撮像された画像を、過去の撮像画像や他モダリ
ティの診断画像と融合することにより、過去または他モダリティでの診断で得られた注目
箇所などを、現在保持されている被検体上にマッピングできる。
【００２９】
　探触子１０４は、複数の音響素子が配列して構成される。探触子１０４は、被検体１０
１に対して超音波ビームの送信を行って、被検体内部において反射された超音波エコーを
受信して電気信号に変換する。
　本発明において、探触子はどのような方式のものでも良い。一般的に超音波診断装置で
使用されている圧電セラミックス（ＰＺＴ）を利用した音響素子や、静電容量型の音響素
子が使用できる。例えば、静電容量型のＣＭＵＴ（Ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　Ｍｉｃｒｏｍ
ａｃｈｉｎｅｄ　ＵｌｔｒａｓｏｎｉｃＴｒａｎｓｄｕｃｅｒ）は好適である。また、磁
性膜を用いるＭＭＵＴ（ＭａｇｎｅｔｉｃＭＵＴ）、圧電薄膜を用いるＰＭＵＴ（Ｐｉｅ
ｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃＭＵＴ）も使用できる。
【００３０】
　また、２次元平面状の保持板１０２Ｂに探触子を接触させて、機械的に２次元走査しな
がら測定を行う超音波測定装置では、平行な超音波ビームで均一な画質の断層画像を生成
できるリニア走査型の探触子が一般的に使用される。
　なお、第１の実施形態では、説明のため音響素子が直線状に一列に配列した一次元探触
子を使用して超音波ビームの電子的走査を行う例について説明する。ただし本発明の適用
をそれに限るものではなく、２次元上に配列されたアレイ型探触子（１．５Ｄ探触子も含
む）を使用して超音波測定を行う構成でもよい。
【００３１】
　超音波走査制御部１１０は、探触子１０４を構成する各々の音響素子に印加する駆動信
号を生成して、送信される超音波の周波数や音圧を制御する。超音波走査制御部１１０は
また、超音波ビームの送信方向を設定して送信方向に対応して送信遅延パターンを選択す
る送信制御機能と、超音波エコーの受信方向を設定して受信方向に対応して受信遅延パタ
ーンを選択する受信制御機能とを備える。超音波走査制御部１１０は、これらの送受信制
御機能により、超音波ビームの送信と超音波エコーの受信の電子的走査を行う。
【００３２】
　送信遅延パターンは、複数の音響素子から送信される超音波によって所定の方向に超音
波ビームを形成するために、複数の駆動信号に与えられる遅延時間のパターンである。ま
た受信遅延パターンは、複数の音響素子によって検出される複数の超音波信号に対して、
任意の方向からの超音波エコーを抽出するために、複数の受信信号に与えられる遅延時間
のパターンである。これらの送信遅延パターンと受信遅延パターンは記憶部１１３に記憶
されている。
【００３３】
　超音波送信部１０５は、超音波走査制御部１１０によって生成された駆動信号を、探触
子１０４を構成する個々の音響素子に対して印加する。
　超音波受信部１０６は、探触子１０４を構成する複数の音響素子が検出したアナログ信
号を増幅する信号増幅部と、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換部から構
成され、受信した信号をデジタル信号に変換する。
【００３４】
　信号処理部１０７は、超音波走査制御部１１０により選択された受信遅延パターンに基
づいて、超音波受信部１０６により生成された信号に対してそれぞれの遅延時間に対応さ
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せて、各々の信号を加算することにより受信フォーカス処理を行う。この処理により焦点
が絞り込まれた超音波信号が生成され、信号処理部１０７は最終的に、超音波ビームの電
子的走査に沿ったＢモードの断層画像を生成する。生成したＢモードの断層画像を、２次
元走査を行っている探触子位置に沿って配列することで超音波データが構成される。これ
らのデータは記憶部１１３に保存される。
　また信号処理部１０７は、超音波の反射位置の深度に応じて増幅利得を増減するＴＧＣ
（Ｔｉｍｅ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）制御などを行うことで、測定深度によらずに均
一なコントラストをもつ断層画像を生成する。
【００３５】
　移動機構１０８は、モータなどの駆動部とその駆動力を伝達する機械部品から構成され
、移動制御部１０９の指示を受けて保持板１０２Ｂ上で探触子１０４を移動させる。また
探触子１０４の位置情報を検出して移動制御部１０９へ出力する。
【００３６】
　移動制御部１０９は、探触子１０４の位置を保持板上で２次元走査するように移動機構
１０８を制御する。探触子位置の機械的な２次元走査は、超音波ビームの電子的走査の方
向と交差（例えば直交）する方向を主走査方向、電子的走査の方向に沿う方向を副走査方
向としたとき、走査領域の幅に対応する主走査と、主走査の間の副走査を繰り返すことで
実現される。電子的走査を行う方向（すなわち、受信素子が配列された方向）である副走
査方向は、本発明の第一の方向に対応する。第一の方向と交差する主走査方向は、本発明
の第二の方向に対応する。主走査は、典型的には測定対象領域の第二の方向における一端
から他端まで探触子を移動させて音響波を取得することにより行われるが、測定範囲はこ
れに限られない。
【００３７】
　なお、移動制御部１０９は、境界位置判定部１１１により出力される位置情報に応じて
、探触子位置の次の副走査位置、または次の副走査位置における電子的走査の開始位置を
調整する。例として、副走査位置または電子走査開始位置が、境界位置判定部からの情報
が示す位置と重ならない位置にするような調整がある。
　探触子１０４がＢモード断層画像の取得位置に達すると、移動制御部１０９が超音波走
査制御部１１０に対して超音波ビームの電子的走査を指示する。探触子位置を被検体１０
１に対して２次元走査することで広い測定領域を取得できる。例えば乳がん診断では、フ
ルブレストでの超音波データの取得が可能となる。
【００３８】
　境界位置判定部１１１は、探触子位置の主走査中または１回の主走査の完了毎に、信号
処理部１０７が出力する複数のＢモード断層画像における電子的走査の終了端近傍に、被
検体内組織の輪郭形状を示す信号成分が位置しているかどうかを判定する。すなわち、探
触子１０４の１回の主走査により得られる部分的な測定データにおいて、副走査方向端部
の近傍に被検体内組織の輪郭形状が位置しているかどうかを判定する。輪郭形状を示す信
号成分が認められた場合には、その位置情報を移動制御部１０９に出力する。境界位置判
定部は、本発明の判定部に相当する。
【００３９】
　制御プロセッサ１１２は、超音波測定動作や超音波画像の生成、画像処理、表示を実行
するための制御プログラムを記憶部１１３から読み込んで、自身が有するメモリ上に展開
して、各機能を実行する。また制御プロセッサ１１２は、操作部１１４からの超音波測定
の開始指示や中断などの各種要求を受け付け、超音波測定装置全体を管理、制御する。制
御プロセッサ１１２はさらに、操作部１１４から入力される測定位置や測定領域、超音波
信号の取得ピッチなどに従って測定動作を遂行するために必要な機械的な２次元走査に関
する制御情報を移動制御部１０９に出力する。この他、制御プロセッサ１１２はユーザの
操作による測定動作の中断処理や、装置状態の監視を行う。
【００４０】
　操作部１１４は、ユーザが測定位置の指定、測定領域の調整、超音波信号の取得ピッチ
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など超音波画像の測定に関するパラメータの指定、そして保持調整など装置の操作や超音
波画像に対する画像処理操作を行うための入力装置である。
【００４１】
　画像構成部１１５は、取得した超音波データに基づいて、被検体内の組織情報を表す画
像データを生成して３次元の超音波画像を構成する。また構成した超音波画像に対して、
輝度の調整や歪補正、注目領域の切り出しなどの各種補正処理を適用して、より診断に好
ましい情報とする。またユーザによる操作部１１４の操作に従って、超音波画像の構成に
関するパラメータや表示画像の調整などを行う。
　なお、超音波データを構成するデータ単位が１枚のＢモード断層画像であるため、Ｂモ
ード断層画像の取得ピッチを超音波画像のボクセルピッチ（解像度）に一致させることで
、余分な補間処理などを省くことができ、検出した超音波信号を有効に利用できる。
【００４２】
　表示部１１６は、画像構成部１１５により構成された３次元の超音波画像や、記録部１
１３に保存されている過去の超音波画像、ネットワークＩ／Ｆ１１７を介して取得した診
断画像などを表示する。また、測定動作や超音波画像の構成に関するパラメータを入力す
るためのソフトウェア、その他測定支援情報を表示する。
【００４３】
　ネットワークＩ／Ｆ１１７は、撮像した超音波画像をはじめとするデータを他の装置や
サーバなどにネットワークを介して双方向に転送可能な入出力手段である。サーバ上に存
在する過去の超音波画像や、他のモダリティにより撮像された診断画像およびそれに付随
する測定情報や注目組織の位置情報などを受信することができる。
【００４４】
　以上の構成を有する超音波測定装置によれば、超音波探触子を機械的に２次元走査して
広範囲の３次元超音波画像を生成するのに必要な超音波データを取得する場合に、複数の
測定データの間の境界位置が被検体内組織の輪郭と重ならないように制御できる。なお、
図１では、取得した超音波データから超音波画像を生成する機能まで集約して一体化する
構成としたが、超音波データの取得までの機能と、装置の操作機能と超音波画像の生成、
表示機能を別々のハードウェアで実現する構成でも構わない。その場合にはハードウェア
間のインターフェースに、リアルタイム性を確保でき、双方向にかつ大容量の伝送が可能
な通信規格を採用することにより、連携動作が可能になる。
【００４５】
　（電子的走査とデータ取得領域）
　図２は、第１の実施形態における超音波ビームの電子的走査を説明する概念図である。
探触子１０４は直線状に整列された複数の音響素子により構成されている。その音響素子
の一部をなす、連続して並んだ複数の音響素子群（開口）を用いて、超音波ビーム２０２
が形成される。そして超音波ビーム２０２を走査方向２０３に移動させていくことにより
電子的走査が行われる。超音波ビーム２０２の移動は、開口に含まれる音響素子を素子単
位で順次選択していくことにより実現される。１回の電子的走査により、電子的走査可能
領域２０７の幅と測定深度２０１のサイズに応じたＢモード断層画像を得ることができる
。
【００４６】
　ただし、探触子１０４の端部領域２０６Ａ、２０６Ｂでは超音波ビームの形成と超音波
エコーの受信に十分な開口（音響素子群の配列）が得られないため、十分な開口を得られ
る中央領域２０４に比べて、取得される被検体情報の精度が劣るという性質がある。その
ため、探触子端部近傍を使用した電子的走査が避けられない場合を除いて、通常は十分な
開口が得られる中央領域２０４の中で超音波信号を取得することが好ましい。ただし、乳
がん診断では、被検体１０１は乳房であり、その身体側である基底部では探触子１０４の
移動に物理的な上限があるため、端部領域２０６Ａも使用する。
【００４７】
　例えば、全１２８素子、素子ピッチが０．２５ｍｍで配列された１Ｄ探触子を考える。
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この場合、３２素子の開口を使用して超音波ビーム２０２の形成と超音波エコーの受信の
電子的走査を行うと、領域２０７の幅は３２ｍｍ、中央領域２０４の幅は２４ｍｍとなる
。探触子両端から１６素子分ずつ４ｍｍが端部領域２０６Ａと２０６Ｂに相当し、十分な
開口を得られない領域になる。
【００４８】
　判定対象領域２０５は、境界位置判定部１１１が被検体内組織の輪郭形状を判定する際
に対象とする領域を示している。この判定対象領域２０５内で受信された被検体内組織の
信号成分が判定される。ここでは、中央領域２０４の電子的走査終了端から任意の幅を判
定対象領域２０５としているが、端部領域２０６Ｂも使用して電子的走査を行う場合には
、端部領域２０６Ｂも含めて判定対象領域２０５を設定しても良い。判定対象領域２０５
の位置や幅は装置にあらかじめ設定可能であり、その設定値は記憶部１１３内の図示しな
い不揮発領域に保存されている。図３では、中央領域２０４の電子的走査終了端から、中
央領域２０４の幅の１／３に相当する長さ（音響素子にして３２素子分、８ｍｍ）に対応
する領域を、判定対象領域２０５とした例を示している。
　なお、被検体内部組織からの信号成分を判定の対象とするため、判定対象領域２０５の
測定深度方向（ｚ軸方向）に関しては、保持板１０２など被検体外部の領域を含まないよ
うに設定する。
【００４９】
　（従来の走査方法）
　図３は、従来の方法における超音波探触子の２次元走査と超音波データの取得方法を説
明する概念図である。図３（ａ）は保持された被検体１０１を、探触子１０４が接する保
持板１０２Ｂの側から見た正面図、図３（ｂ）はその側面図をそれぞれ示している。
【００５０】
　符号３０２Ａ～Ｄは、２次元走査の各副走査位置（各ｙ軸位置）における、探触子１０
４の主走査方向の移動軌跡を示している。なお、超音波データ取得領域３０１、すなわち
測定領域は操作部１１４を介してユーザが任意に設定できる。また符号３０３Ａ～Ｄは超
音波データ３０１を構成する部分的な測定データを取得する部分領域を示しており、１回
の主走査により取得されるＢモード断層画像群に対応する。
【００５１】
　電子的走査範囲３０４Ａ～Ｄはそれぞれ、部分領域３０３Ａ～Ｄの測定データを取得す
るための超音波ビーム２０２の電子的走査範囲を示している。電子的走査は、先に説明し
た通り、原則として、超音波ビームを形成するのに十分な開口を得られる中央領域２０４
の中で行われることが好ましい。ただし、部分領域３０３Ａに関しては、乳房基底部の組
織情報も可能な限り測定するため、端部領域２０６Ａも使用した電子的走査により測定が
行われる。
　符号３１１は、説明のために、被検体内組織の輪郭形状を判定する際に対象とする判定
対象領域２０５を、主走査制御に沿って走査面上に投影した領域である。
【００５２】
　超音波データ取得領域３０１の測定は、第一の機械的走査（主走査）と、第二の機械的
走査（副走査）を繰り返す２次元走査により行われる。主走査は、移動軌跡３０２Ａ～Ｄ
に沿って、探触子１０４をｘ軸方向に移動させながら一定のピッチに従って超音波信号を
取得する走査である。副走査は、ｙ軸正方向に一定の距離だけ移動する走査である。
【００５３】
　主走査方向（ｘ軸方向）への探触子１０４の移動中に超音波ビームの電子的走査を繰り
返すことで、複数の断層画像を取得できる。そして、取得した複数の断層画像をｘ軸に沿
って配列することで、１回の主走査により、１つの電子的走査範囲をｙ軸方向の幅とする
部分的な測定データを取得できる。この部分的な測定データは、１つの部分領域から得ら
れるデータに対応する。そして、各副走査位置で取得した、副走査方向に隣接する複数の
部分データを結合することで、目的とする広範囲の３次元超音波画像を生成するのに必要
な超音波データが得られる。
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【００５４】
　なお、図３の２次元走査の例では部分領域３０３Ａ～Ｄは互いに重なっていない。しか
し、副走査方向に隣接する部分領域同士が、例えば数ｍｍ程度オーバーラップするように
してもよい。この場合、測定データに対して線形補間などの各種補間処理を用いて、デー
タ結合することが好ましい。これにより超音波画像上の不連続性を低減できる。しかしな
がら補間処理の結果として、ランダムノイズの積算効果によりオーバーラップ領域とその
周辺でノイズレベルに差異が生じる場合がある。
【００５５】
　図３で示した探触子の２次元走査によれば、乳房基底部を除くほぼ全ての領域を、超音
波ビームの形成と超音波エコーの受信に十分な開口が得られる中央領域２０４を使用して
被検体情報を測定でき、測定精度の高い均一な超音波データを取得することができる。
【００５６】
　（輪郭形状の判定方法）
　続いて図４を用いて、走査中に被検体内組織の信号成分が得られた場合の、部分領域の
境界での測定データと、境界の近傍に位置する被検体内の組織の輪郭形状の関係性を説明
する。図４（ａ）～図４（ｃ）はそれぞれ、図３（ａ）の領域３２１を拡大した図である
。
【００５７】
　図４（ａ）は、領域３２１内に被検体内部の組織４０１が測定された場合の例を示して
いる。組織４０１は、境界位置判定部１１１が被検体内組織の輪郭形状を判定する際に対
象とする判定対象領域２０５が投影された領域３１１内に、部分領域の測定データの境界
線４３１と同方向の接線方向をもつ輪郭形状を有していない。そのため、境界位置判定部
１１１は、測定データの副走査方向端部の近傍に被検体内組織の輪郭形状は位置していな
いと判定する。
【００５８】
　より具体的な判定方法を説明する。境界位置判定部１１１は、まず、Ｂモード断層画像
群で構成される３次元の測定データから、領域３１１に関して、ｚ軸方向を視線方向とし
た探触子走査面（ｘ-ｙ平面）上の２次元の信号分布データを一時的に生成する。そして
、一時的に生成した信号分布データに対して画像処理により輪郭抽出を行う。そして、得
られた輪郭情報から測定データの境界線方向と同方向の接線方向を持つ輪郭が存在するか
を解析する。
【００５９】
　図４（ｂ）は、領域３１１内に部分領域の測定データの境界線４３１と同方向の接線方
向をもつ輪郭形状を有する組織４１１が測定された場合の例を示している。組織４１１は
、輪郭点４１２において部分領域の測定データの境界線と同方向の接線をもつ。境界位置
判定部１１１はその端点の位置を、被検体内組織の輪郭形状を示す位置情報として移動制
御部１０９に出力する。そして移動制御部１０９は、同位置情報を受けて、この位置から
任意の距離４１３だけ離れた位置に、次の部分領域の測定データの取得開始位置すなわち
次の副走査位置を調整する。任意の距離４１３は、予め記憶された所定の距離内であって
も良いし、何らかの入力手段で入力されても良い。
【００６０】
　図４（ｃ）は、領域３１１内に部分領域の測定データの境界線４３１と同方向の接線方
向をもつ輪郭形状を有する組織４２１が測定された場合の例を示している。組織４２１は
、輪郭点４２２において部分領域の測定データの境界線と同方向の接線をもつが、組織の
分布が、部分領域の測定データの境界線４３１とは離れる方向である。そのため境界位置
判定部１１１は、部分領域の測定データの副走査方向端部の近傍に被検体内組織の輪郭形
状は位置していないと判定する。
【００６１】
　（本実施形態の走査方法）
　第１の実施形態における超音波探触子の２次元走査と超音波データの取得方法を、図５
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を用いて説明する。図５（ａ）は保持された被検体１０１を、探触子が接する保持板１０
２Ｂの側から見た正面図、図５（ｂ）はその側面図をそれぞれ示している。
【００６２】
　符号５０２Ａ～Ｄは、２次元走査の各副走査位置（各ｙ軸位置）における、探触子１０
４の主走査方向の移動軌跡を示している。また符号５０３Ａ～Ｄは超音波データ５０１を
構成する部分的な測定データを取得する部分領域を示している。
【００６３】
　符号５３１は、図３に示した従来の探触子２次元走査を適用した場合の、部分領域３０
３Ａと３０３Ｂの境界線を示している。さらに符号５２１は境界線５３１の近傍に輪郭形
状をもつ被検体内の組織を示している。
【００６４】
　このような場合に、図３に示した従来の走査方法であれば、境界線５３１と輪郭形状が
重なってしまい、診断時に判別しにくい状況となっていた。一方、本実施形態では、図４
（ｂ）を用いて説明したように、次の副走査の開始位置が組織５２１の上方（副走査方向
における負方向）に移動される。すなわち、図５において、探触子１０４の電子的走査５
０３Ｂの開始位置が組織５２１の上方に離れた位置になるように、副走査位置が制御され
る。その結果、隣接する測定データ５０３Ａと５０３Ｂの境界線位置が組織５２１と重な
ることを回避できる。
【００６５】
　（処理フロー）
　図６は、第１の実施形態における超音波測定装置における超音波データの取得の流れを
示すフローチャートである。制御プロセッサ１１２が、ユーザによる操作部１１４を介し
た測定開始の要求を受け付けることで、図５で説明した探触子１０４の２次元走査および
超音波データの取得方法が実行される。
【００６６】
　ステップＳ６０１では、移動制御部１０９が、移動機構１０８を主走査方向に移動制御
して、探触子１０４の測定位置を次の測定位置へ向けて移動させる。なお、探触子１０４
の主走査方向の移動制御は、ステップアンドリピート方式でも良いし、等速移動制御方式
でもよい。前者は、ある測定位置におけるＢモード断層画像の取得と、次の測定位置への
移動を交互に繰り返す方式である。後者は、一定の移動速度の下でＢモード断層画像の取
得を繰り返す方式である。
【００６７】
　ステップＳ６０２では、探触子１０４の位置が次の測定位置に達すると、移動制御部１
０９が超音波走査制御部１１０に対して、Ｂモード断層画像の取得開始を指示する。指示
を受けた超音波走査制御部１１０は、超音波送信部１０５、超音波受信部１０６を連携動
作させて超音波ビームの送信と超音波エコーの受信の電子的走査を行う。
【００６８】
　ステップＳ６０３では、信号処理部１０７が、超音波走査制御部１１０により選択され
た受信遅延パターンに基づいて、超音波受信部１０６が生成された信号に対して整相遅延
処理などを行ってＢモードの断層画像を生成する。生成した断層画像が探触子位置に対応
づけて配列されることで、超音波データが形成されていく。Ｓ６０１～Ｓ６０３は、探触
子１０４の走査方式に応じて適切なタイミングで実行すればよい。
【００６９】
　ステップＳ６０４では、移動制御部１０９が、１回の主走査制御の完了を判定する。す
なわち、ユーザに指定された超音波データの取得領域に対して主走査方向の移動が完了し
たかどうかを判定する。主走査制御を完了した場合には、ステップＳ６０５へ処理を移行
する。そうでない場合には、ステップＳ６０１へ処理を移行して次の測定位置で測定を繰
り返す。
【００７０】
　ステップＳ６０５では、移動制御部１０９が全走査の完了を判定する。すなわち、ユー
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ザに指定された超音波データ取得領域に対して全走査が完了したかどうかを判定する。全
走査を完了した場合には、ステップＳ６０９へ処理を移行する。完了していない場合には
、ステップＳ６０６へ処理を移行する。
【００７１】
　ステップＳ６０６では、境界位置判定部１１１が、図４で説明したように、被検体内組
織の輪郭形状を判定する際に対象とする領域３１１内に、測定データの境界線と同方向の
接線方向をもつ輪郭形状を示す信号分布が存在するかどうかを判定する。存在する場合に
は、ステップＳ６０７へ処理を移行する。存在しない場合にはステップＳ６０８へ処理を
移行する。
　ステップＳ６０７では、ステップＳ６０６で存在を確認された、測定データの境界線と
同方向の接線方向をもつ輪郭点の位置情報を境界位置判定部１１１が移動制御部１０９に
出力する。そして移動制御部１０９は、その位置情報を受けて次の副走査位置を調整する
。
【００７２】
　ステップＳ６０８では、移動制御部１０９が、移動機構１０８を副走査方向に移動制御
して探触子１０４の測定位置を次の副走査位置へ移動させる。
　ステップＳ６０９では、画像構成部１１５が、取得した超音波データに基づいて３次元
の超音波画像を構成する。また、表示部１１６上に構成された３次元の超音波画像に基づ
いて、例えば任意の断面画像など、ユーザの撮像結果の確認を支援する情報を提示する。
【００７３】
　本実施形態によれば、超音波探触子を機械的に２次元走査し、副走査方向に隣接する測
定データを結合することで広範囲の超音波データを取得する超音波測定装置において、測
定データの境界位置を調整できる。具体的には、測定データ間に潜在するデータの不連続
性が乳がん組織等の輪郭形状と重ならないようにできる。その結果、同時一括に取得して
いない測定データ間に潜在する不連続性と乳がん組織の輪郭形状が超音波画像上で重なり
、乳がん組織の視認性が損なわれることを回避できる。したがって、超音波画像の画像診
断上の優位性である形態情報の信頼性の低下を防止でき、より画像診断に好適な超音波デ
ータの取得が可能となる。
【００７４】
　＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態の特徴は、過去の超音波画像や、他のモダリティにより撮像された診断
画像や注目個所などを示す診断情報などを含む参照画像を参照することで、測定データの
境界線が注目すべき組織に重ならないように２次元走査の構成を調整する点にある。上記
特徴を中心に第２の実施形態を説明する。
　なお、第２の実施形態における超音波測定装置の装置構成は、図１に示した第１の実施
形態の装置構成と同様であるため、説明を省略する。
【００７５】
　第２の実施形態における、被検体内の組織の位置および注目個所の指定方法を、図７を
用いて説明する。図７は、形状認識部１１８が現在撮像している被検体１０１の画像に、
参照画像（この場合、過去に撮像した超音波画像）による被検体内の組織の信号分布７１
１、７１２、７１３をマッピングした画像の概念図を示している。
【００７６】
　形状認識部１１８は、現在の被検体１０１の撮像画像上に注目個所をマッピングする。
形状認識部１１８はその際、記憶部１１３に保存されているまたは、ネットワークＩ／Ｆ
１１７を介してサーバ上に存在する過去の超音波画像や、他のモダリティにより撮像され
た診断画像そして診断時に記録された注目箇所の位置情報などを参照できる。本実施形態
においては、形状認識部は、本発明の参照部としても機能する。
【００７７】
　信号分布７１１、７１２、７１３は過去の超音波画像に存在する注目すべき被検体内の
組織を示している。これらは、例えば、過去に取得した超音波画像による診断結果を、取



(15) JP 2014-223171 A 2014.12.4

10

20

30

40

50

得当時に形状認識部１１８により撮像画像上にオーバーラップする形で記録されたもので
ある。オーバーラップの際に、撮影当時の被検体形状が現在の被検体１０１の輪郭形状に
一致するように伸張圧縮処理を施してマッピングすることも好ましい。なお信号分布７１
１、７１２、７１３は超音波画像として画像化された組織画像でもよいし、ユーザが診断
時に注目箇所の記録として付与したマーカなどでもよい。
【００７８】
　なお、他モダリティの診断画像をマッピングする場合、既知の画像融合技術が適用でき
る。例えば、保持機構による保持前後の被検体形状と被検体組織の弾性情報に基づいて、
現在の保持状態に合わせて被検体の形状と内部組織の変形をシミュレーションすることに
より画像融合を行う技術などがある。なお本発明の超音波測定装置と同様に、被検体であ
る乳房を保持板により保持する形で撮像を行うモダリティとしては、Ｘ線測定を行うＸ線
マンモグラフィー装置や、光音響測定を行う光音響診断装置がある。
【００７９】
　なお形状認識部１１８が、上記のマッピング画像を表示部１１６に表示してユーザに提
示することにより、ユーザは、操作部１１４を介して、領域７２１、７２２のような任意
の場所を注目箇所として指定できるようになる。また領域７２３のように、過去の超音波
画像や他のモダリティによる診断において特に有意な信号が見られなかった箇所に関して
も、追加で指定することも可能である。ユーザの操作により測定が開始された時点で、指
定された注目組織や領域の位置情報が移動制御部１０９へ通知される。
【００８０】
　（本実施形態の走査方法）
　図７の注目組織や領域の指定を受けて、第２の実施形態における超音波探触子の２次元
走査と超音波データの取得方法を、図８を用いて説明する。
　図８（ａ）は、対比のために、図３で示した従来の２次元走査を適用した場合の例を示
している。図８（ａ）では、電子走査範囲８０１Ａ～８０１Ｄの副走査開始位置は初期設
定のままであるため、部分領域８０２Ａ～８０２Ｄの境界線が、組織７１１、７１２、７
１３の輪郭形状や、注目領域７２１や７２２に重なることが分かる。
【００８１】
　一方、図８（ｂ）は、本実施形態の走査方法、特に副走査の開始位置の制御方法を示す
。移動制御部１０９は、測定開始時に注目組織や領域の位置情報を通知されることで、２
次元走査の調整を行う。すなわち、第２の実施形態における探触子１０４の２次元走査で
は、副走査開始位置が調整されることにより、電子的走査範囲８１１Ａが、従来の８０１
Ａに比べて調整量８２１だけ短くなる。その結果、部分領域８０２Ａの幅が小さくなるた
め、測定データ８０３Ｂ以降の探触子位置が調整量８２１だけｙ軸の負方向に移動する。
【００８２】
　図８（ｂ）においてはさらに、電子的走査範囲８０１Ｂの走査終了点が、注目組織７１
２または注目領域７２２に重なるため、電子的走査範囲８１１Ｂも８０１Ｂに比べて調整
量８２２だけ短くなり、部分領域８０３Ｃと８０３Ｄの測定位置が調整される。そして部
分領域８０３Ａ～８０３Ｃのサイズが小さくなったことを受けて、同じ領域７０１の超音
波データを取得するために電子的走査範囲８１１Ｄが８０１Ｄに比べて長く調整され、測
定データ８０３Ｄは大きくなる。
【００８３】
　なお電子的走査範囲８１１Ｄの幅が大きくなったことにより、超音波ビームの形成と超
音波エコーの受信に十分な開口が得られる中央領域２０４の範囲を越える場合もあり得る
。その場合、次の副走査領域を新規に設定してもよいし、超音波画像上での影響を鑑みた
上で探触子端部領域２０６Ｂを使用して測定を行ってもよい。
【００８４】
　（処理フロー）
　図９は、第２の実施形態における超音波測定装置における超音波データの取得の流れを
示すフローチャートである。制御プロセッサ１１２が、ユーザによる操作部１１４を介し
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た測定開始の要求を受け付けることで、図８で説明した探触子１０４の２次元走査および
超音波データの取得方法が実行される。
　なお、第２の実施形態における測定は、第１の実施形態における図６のフローチャート
と比べて、測定開始後、探触子１０４の２次元走査を開始する前に、２次元走査の調整機
能が実行される点が異なる。
【００８５】
　ステップＳ９０１では、形状認識部１１８が、記憶部１１３に保存されている過去の超
音波画像や注目組織などの位置情報などの付随情報を参照する。なお、いつの診断時の超
音波画像や情報を参照するかは、操作部１１４を介してユーザにより指定されても良い。
また、ネットワークＩ／Ｆ１１７を介してサーバ上に存在する超音波画像や他モダリティ
の診断画像、そして関連する診断情報を参照しても良い。
【００８６】
　ステップＳ９０２では、形状認識部１１８が、ステップ９０１で参照した画像や情報か
ら現在保持されている被検体１０１の撮像画像上に注目組織の情報をマッピングして、表
示部１１６上に提示する。ユーザは操作部１１４を介して提示された注目組織の位置情報
を確認した上で微調整を行う。また参照画像や情報で指定されていない注目領域をさらに
追加することもできる。ユーザが操作部１１４を介して測定開始を指示した時点で、注目
組織や注目領域の情報を取得する。
【００８７】
　ステップＳ９０３では、移動制御部１０９が、ステップＳ９０２で取得できる注目組織
や注目領域の情報に基づいて、２次元走査の副走査方向に沿ってｙ軸上端から順に、測定
データの境界線が注目組織や注目領域に重なるかを判定する。重なる場合にはステップＳ
９０４へ処理を移行して、探触子の２次元走査の調整を行う。重ならない場合にはステッ
プＳ９０５へ処理を移行する。
【００８８】
　ステップＳ９０４では、移動制御部１０９が、注目組織や注目領域に測定データの境界
線が重ならないように、各副走査位置における電子的走査範囲や、次の探触子１０４の副
走査位置を調整する。調整の結果、必要があれば、新規の副走査位置での測定を追加する
。
【００８９】
　ステップＳ９０５では、移動制御部１０９が、複数の測定データの全境界位置に関して
調整が完了したかどうかを判定する。完了している場合にはステップＳ９０３に処理を移
行して、次の副走査位置における測定を調整する。完了した場合にはステップＳ６０１へ
処理を移行して、これまでのステップで調整された２次元走査パターンに従って、超音波
データの取得処理を実行する。
　これ以降の動作は図６のフローと同様である。なお、副走査の開始位置の制御はすでに
Ｓ９０４にて行われている。
【００９０】
　本実施形態によれば、過去の超音波画像や、他のモダリティにより撮像された診断画像
や注目個所などを示す診断情報などを参照することで、測定データの境界線が注目すべき
組織に重ならないように、実際の測定を行う前に２次元走査を調整できる。
【００９１】
　＜その他の実施形態＞
　また、本発明の目的は、以下の構成によっても達成される。すなわち、前述した実施形
態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを格納した記憶媒体（または記録媒
体）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピ
ュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実
行する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態
の機能を実現することになり、そのプログラムコードを格納した記憶媒体は本発明を構成
することになる。
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　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、そのプログ
ラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（
ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行う場合もあり得る。その処理によって前述
した実施形態の機能が実現される場合も、本発明には含まれる。
【００９３】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた
とする。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張
ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前
述した実施形態の機能が実現される場合も、本発明には含まれる。
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【００９４】
　上記各実施形態における様々な技術を適宜組み合わせて新たなシステムを構成すること
は当業者であれば容易に相当し得るものであるので、このような様々な組み合わせによる
システムもまた、本発明の範疇に属するものである。
【００９５】
　本発明はまた、上述の構成を持つ超音波測定装置（言い換えると、被検体情報取得装置
）の各構成要素を制御してその機能を実行する、被検体情報取得装置の制御方法として捉
えることもできる。
【符号の説明】
【００９６】
　１０２Ａ，１０２Ｂ：保持板，１０３：保持制御部，１０４：超音波探触子，１０５：
超音波送信部，１０６：超音波受信部，１０７：信号処理部，１０８：移動機構，１０９
：移動制御部，１１０：超音波走査制御部，１１１：境界位置判定部，１１２：制御プロ
セッサ，１１３：記憶部，１１４：操作部，１１５：画像構成部
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